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�愛媛県告示第１２５８号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び中予地方局地域産業振興部商工観光課並びに松山市役所において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和５年１２月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

�愛媛県告示第１２５９号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第１項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商工観光課並びに愛南町役場において告示の日から

４月間縦覧に供する。

令和５年１２月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

エーマックス愛南店・Ｄ
ＣＭ愛南店・ローソン愛
南町平城西店

南宇和郡愛南町御荘
平城７９１番地１ 外
２５筆

大規模小売店舗の名称
エーマックス愛南店・
ローソン愛南町平城
西店

エーマックス愛南店・
ＤＣＭ愛南店・ロー
ソン愛南町平城西店

令和６年
６月１日

令和５年
１２月１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社エースワン
高知県高知市薊野南
町２８番１２号
代表取締役
中山 太陽

株式会社エースワン
高知県高知市薊野南
町２８番１２号
代表取締役
中山 太陽
ＤＣＭ株式会社
東京都品川区南大井
六丁目２２番７号
代表取締役
石黒 靖規

発 行 愛 媛 県

� 目 次 �
告 示
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○ 急傾斜地崩壊危険区域の指定………………………………………………………………………………………………………………………………（砂防課）…１３１０
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○ 道路の区域変更（県道宇和島下波津島線）…………………………………………………………………………………………………（南予地方局管理課）…１３１１

○ 道路の区域変更（県道石畳中山線外）……………………………………………………………………………………………（南予地方局大洲土木事務所）…１３１１

選挙管理委員会告示

○ 直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数……………………………………………………………………………………………（選挙管理委員会）…１３１１

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更した事項 変 更 前 変 更 後 変 更 の

年 月 日
届 出
年 月 日

松山三越・ファッション
タウン アヴァ

松山市一番町三丁目
１番地１ 外

大規模小売店舗を設置する者
の代表者の氏名

株式会社三越伊勢丹
代表取締役
細谷 敏幸
松山総合開発株式会
社
代表取締役
宮� 修一

株式会社三越伊勢丹
代表取締役
細谷 敏幸
松山総合開発株式会
社
代表取締役
河野 治広

令和５年
６月２９日

令和５年
１２月１日

大規模小売店舗において小売
業を行う者

株式会社松山三越
ほか２３者

株式会社松山三越
ほか２１者

令和５年
１１月２３日
ほか
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�愛媛県告示第１２６１号
急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）第３条第１項の規定により、次の区域を急傾斜地崩壊危険区

域として指定する。

その関係図面は、愛媛県庁並びに関係の地方局及び市役所におい

て縦覧に供する。

令和５年１２月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

鹿野川Ａ地区（追加）

急傾斜地崩壊危険区域の指定（昭和５２年３月愛媛県告示第３３６号）

鹿野川Ａの項（以下、「鹿野川Ａの項」という。）で指定した標柱

４号と標柱５号を結んだ線、標柱５号と次に掲げる地番の土地に存

する標柱１０号を市道ダム河辺橋線西側官民境界線で結んだ線及び標

柱１０号から標柱１２号までを順次結んだ線及び標柱１２号と鹿野川Ａの

項で指定した標柱４号を結んだ線に囲まれた区域

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに愛南町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課

�愛媛県告示第１２６０号
大規模小売店舗立地法（平成１０年法律第９１号。以下「法」という。）第６条第２項の規定による届出があったので、同条第３項において

準用する法第５条第３項の規定に基づき、次のとおり告示する。

当該届出及び法第６条第３項において準用する法第５条第２項の添付書類は、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地

域産業振興部商工観光課並びに愛南町役場において告示の日から４月間縦覧に供する。

令和５年１２月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

１ 変更の届出の概要

大規模小売店舗の名称 大規模小売店舗の所
在地 変更しようとする事項 変 更 前 変 更 後 変更する

年 月 日
届 出
年 月 日

エーマックス愛南店・Ｄ
ＣＭ愛南店・ローソン愛
南町平城西店

南宇和郡愛南町御荘
平城７９１番地１ 外
２５筆

駐輪場の位置及び収容台数 ２１１台 ２０台 令和６年
６月１日

令和５年
１２月１日

荷さばき施設の位置及び面積 ３１１．１平方メートル ４２８．１平方メートル

廃棄物等の保管施設の位置及
び容量 １８４．３１立方メートル ２０８．０７立方メートル

大規模小売店舗において小売
業を行う者の開店時刻及び閉
店時刻

株式会社エースワン
午前７時から午後１０
時まで
小売業者未定
２４時間

株式会社エースワン
午前７時から午後１０
時まで
ＤＣＭ株式会社
午前７時から午後１０
時まで
小売業者未定
２４時間

２ 意見書の提出

この告示に係る大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項について意見を有する者は、告

示の日から４月以内に、愛媛県に次のとおり意見書を提出することができる。

なお、提出された意見書は、その概要を告示するとともに、愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課及び南予地方局地域産業振興部商

工観光課並びに愛南町役場において告示の日から１月間縦覧に供する。

� 意見書に記載すべき事項

ア 提出者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

イ 当該大規模小売店舗の名称

ウ 当該大規模小売店舗を設置する者がその周辺の地域の生活環境の保持のため配慮すべき事項についての意見

� 提出先

愛媛県経済労働部産業支援局経営支援課
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選挙管理委員会告示

�愛媛県選挙管理委員会告示第８０号
地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２編第５章及び地方教育行

政の組織及び運営に関する法律（昭和３１年法律第１６２号）第８条第

１項の規定による直接請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

は、次のとおりである。

令和５年１２月１５日

愛媛県選挙管理委員会

委員長 大 塚 岩 男

�愛媛県告示第１２６２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、中予地方局�万高原土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。
令和５年１２月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１２月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１２６４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局大洲土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１２月１５日

愛媛県知事 中 村 時 広

市 町 大 字 地 番 標 柱

大洲市 肱川町 山鳥坂 １３８番 １０号

１３９番 １１号

１３７番１ １２号

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 美川小田線

上浮穴郡�万高原町大川１９９１番１０から

同町大川１９９１番１地先まで
旧 ５．５～９．５ ０．００９

上浮穴郡�万高原町大川１９９１番１０から

同町大川１９９１番１１まで
新 ６．３～９．５ ０．００９

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 宇和島下波津島線

宇和島市津島町北灘甲２３０３番地先から

同町北灘甲２３０３番２まで
旧 ５．７～１６．２ ０．０２３

宇和島市津島町北灘甲２３０３番から

同町北灘甲２２９８番３まで
新 １２．６～２６．３ ０．０２３

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 石畳中山線
喜多郡内子町袋口２８２７番２から

同町袋口２８２９番まで

旧 ８．１～１７．２ ０．０９９

新 ８．１～３２．９ ０．０９９

〃 大瀬川中線
喜多郡内子町川中７９４番から

同町川中７８３番４まで

旧 ４．３～１６．９ ０．０７８

新 ４．３～４２．９ ０．０７８

〃 〃
喜多郡内子町川中７２３番８から

同町川中７２０番２まで

旧 ４．２～６．５ ０．１３２

新 ８．６～３０．０ ０．１３２
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１ 直接請求（県議会議員の解職請求を除く。）の要件となるべき

選挙権を有する者の数

� 選挙権を有する者の総数 １，１１８，８１７

� 選挙権を有する者の総数の５０分の１の数 ２２，３７７

� ８０万を超える数に８分の１を乗じて得た数と４０万に６分の１

を乗じて得た数と４０万に３分の１を乗じて得た数とを合算して

得た数 ２３９，８５３

２ 県議会議員の解職請求の要件となるべき選挙権を有する者の数

選 挙 区 別 選挙権を有する者の総
数

同左の３分の１の数
（松山市・上浮穴郡選
挙区にあっては、同左
の４０万を超える数に６
分の１を乗じて得た数
と４０万に３分の１を乗
じて得た数とを合算し
て得た数）

伊 予 郡 ４２，８６１ １４，２８７

南 宇 和 郡 １７，２２７ ５，７４３

松山市・上浮穴郡 ４２９，４９４ １３８，２４９

今 治 市 ・ 越 智 郡 １３２，７５１ ４４，２５１

宇和島市・北宇和郡 ７１，５２６ ２３，８４２

八幡浜市・西宇和郡 ３４，２４２ １１，４１４

新 居 浜 市 ９６，３７８ ３２，１２６

西 条 市 ８８，０８６ ２９，３６２

大 洲 市 ・ 喜 多 郡 ４７，５８８ １５，８６３

伊 予 市 ３０，２３５ １０，０７９

四 国 中 央 市 ７０，３１１ ２３，４３７

西 予 市 ３０，１８１ １０，０６１

東 温 市 ２７，９３７ ９，３１３

令和５年１２月１５日 発行


